
独立行政法人家畜改良センターの令和５事業年度主務大臣評価結果の主要な反映状況 

 

１．役員人事への反映について 

役員人事への反映 
農林水産大臣による令和５年度に係る業務の実績に関する評価結果において、一部改善等の指摘があったものの、役員の

解任等につながる評価はなかったことを踏まえ、役員の解任等は行わなかった。 

２．役員報酬への反映について 

役員報酬への反映 
常勤役員の俸給の月額や期末特別手当の額について、常勤役員の業績を考慮して、これを増額し、又は減額することがで

きるとなっているが、令和６年度においては、役員報酬の増減は行わなかった。 

３．法人の運営、予算への反映について 

評価項目 令和５事業年度評価における主な指摘事項 令和６及び７年度の運営、予算への反映状況 

「Ⅳ  その他業務運

営に関する重要事項

」の「４ 情報セキュ

リティ対策の強化」（

中項目） 

 

 

 

内閣官房内閣サイバーセキュリティセンターが実

施した令和５年度マネジメント監査において、前回

の監査における指摘事項について十分な改善が行わ

れず、再度同じ指摘事項となっているものが複数あ

った。 

なお、自己評価の時点では指摘に対応するように

改正した規定が施行されていたが、改正前の監査結

果が、自己評価の提出後に発出されたことから、自己

評価では「Ｂ」評定としたところ、改善計画の実行面

において著しい問題がある旨の指摘がなされたこと

を踏まえ、「Ｃ」評定に引き下げられた。 

なお、センターから報告のあった本件にかかる改

善結果及び改善計画については妥当なものであり、

着実に実施されるよう徹底する必要があるとされた

。 

 

【令和６年度】 

令和６年４月１日施行予定だった規程を予定どおり施行し、かつ

「情報システムの整備及び管理の基本的な方針」（令和３年12月24

日デジタル大臣決定）に従い令和６年７月１日付けで独立行政法人

家畜改良センターＰＭＯ設置規程を制定しＰＭＯ（Portfolio 

Management Office）を立ち上げ、令和５年度マネジメント監査の

指摘事項のうち令和６年度内に対応可能になった案件についてＰＭ

Ｏが主体となって計画的に対応し、令和７年１月１６日に実施され

たＩＰＡによる令和５年度マネジメント監査のフォローアップのヒ

アリングにて、令和７年度以降に対応する案件以外の指摘事項につ

いて対応状況を報告のうえＩＰＡからの質疑に回答し、２月末まで

に了承された。 

【令和７年度】 

令和５年度マネジメント監査の指摘事項のうち令和７年度に対応

するとした案件について、引き続きＰＭＯが主体となって計画的に

対応する。 


